
頁 行 備　考

2 9 表記の整理

修正前 修正後

第３章　水防組織　第１　春日井市の水防体制
３　水防組織にかかる人員配置一覧

第３章　水防組織　第１　春日井市の水防体制
３　水防組織にかかる人員配置一覧
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頁 行 備　考修正前 修正後

3 28 表記の整理
第３章　水防組織　４　水防本部の事務分担 第３章　水防組織　４　水防本部の事務分担

2

　　水防本部の事務分担は、次表のとおりであるが、常に気象状況、水位状況等に注

　意し、水防事務の万全なる遂行に支障をきたさないようにしなければならない。

（◎責任者、○副責任者）

部

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

◎企画政策部長 広報広聴課長 １　避難情報の広報 広報広聴課

○総務部長 企画政策課長 ２　報道機関との連絡調整、災害広報 企画政策課

○議会事務局長 議事課長 ３　災害に関する写真、映像等記録、整理 議事課

○監査事務局長 監査課長 監査課

１　気象情報、被害情報等の収集 情報システム課

２　市内雨量、河川水位等の把握、記録

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）
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部　長 総括担当者 活　動　内　容 担 当 課

情報システム課長

　　水防本部の事務分担は、次表のとおりであるが、常に気象状況、水位状況等に注

　意し、水防事務の万全なる遂行に支障をきたさないようにしなければならない。

（◎責任者、○副責任者）

部

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

◎企画政策部長 広報広聴課長 １　避難情報の広報 広報広聴課

○総務部長 企画政策課長 ２　報道機関との連絡調整、災害広報 企画政策課

○議会事務局長 議事課長 ３　災害に関する写真、映像等記録、整理 議事課

○監査事務局長 監査課長 監査課

１　気象情報、被害情報等の収集 情報システム課

２　市内雨量、河川水位等の把握、記録 デジタル推進課

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）
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デジタル推進課長
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頁 行 備　考修正前 修正後

5 3 態勢の変更に
伴う修正・削除第３章　水防組織　５　水防配備態勢 第３章　水防組織　５　水防配備態勢

3

初動当番者（市民安全課・都市政策課・都市整備 　春日井市に大雨注意報

課・道路課・河川排水課・公園緑地課・下水建設 又は洪水注意報が発表さ

課・消防総務課・消防救急課・予防課（以降指定 れたとき。

10課という。）を除く庁内各部管理職２名を輪番 　庄内川又は八田川に水

制で指定）の職員で、情報の収集、連絡ができる 防警報（準備）が発表さ

態勢とする。 れたとき。

１次当番者（初動当番者２名に加え、指定10課の

管理職２名及び指定10課を除く庁内各部管理職２

名を輪番制で指定）の職員で、情報の収集、連絡

ができる態勢とする。

２次当番者（消防本部を除く庁内各部の主査職６

名を輪番制で指定）の職員で、情報の収集、連絡

ができる態勢とする。

（略） （略）

（略）

（略） （略）

（追記）
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１次当番者　３名（指定10課※の管理職１名及び指 　春日井市に大雨注意報

定10課を除く庁内各部管理職２名を輪番制で指定）又は洪水注意報が発表さ

の職員で、情報の収集、連絡ができる態勢とする。れたとき。

２次当番者　９名（１次当番者に加え、消防本部を　庄内川又は八田川に水

除く庁内各部の主査職６名を輪番制で指定）の職員防警報（準備）が発表さ

で、情報の収集、連絡ができる態勢とする。 れたとき。

（略） （略）

（略）

（略） （略）

※指定10課・・・市民安全課、都市政策課、都市整備課、道路課、河川排水課、
　　　　　　　　公園緑地課、下水建設課、消防総務課、消防救急課、予防課
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頁 行 備　考修正前 修正後

6 6 表記の整理

水防倉庫　棟数　５棟 水防倉庫　棟数　５棟

4

第４章　水防施設　第１　水防資器材
１　水防資器材総括表

第４章　水防施設　第１　水防資器材
１　水防資器材総括表

(袋) (袋)

(枚) (枚)

(丁) (丁)

(丁)

(丁)

(丁)

(巻) (巻)

(箱) (箱)

(丁) (丁)

1

（略） （略）スコップ(角)

52 46 31 27

7

のこぎり 1 3 5 2 1 12

番線(200本入) 4 1 1 1 0

（略）

縄 1 2 0 2 4 9

かけや （略）

328

スコップ(剣) 157

たこづち （略） （略）

ビニールシート 67 73 133 50 5

計

土のう袋 5,000 850 1,000 11,000 500 18,350

備蓄資材・器材 追進 熊野 穴橋 上田楽 花長

(袋) (袋)

(枚) (枚)

(丁) (丁)

(丁)

(丁)

(丁)

(巻) (巻)

(箱) (箱)

(丁) (丁)

7,000 500

追進 熊野 穴橋 上田楽 花長 計

75 132

土のう袋 9,100 4,850 900 22,350

備蓄資材・器材

（略）

326

スコップ(剣) 158

たこづち （略）

50 5ビニールシート 64

（略）

縄 1 3 0 2 4 10

かけや （略）

1 13

番線(200本入) 4 2 1 1 0 8

のこぎり 1 3 6 2

52 46 31 28

（略）スコップ(角)

1

（略）



頁 行 備　考修正前 修正後

6 17 表記の整理

5

(丁)

(丁)

(丁) (丁)

(本)

(丁) (丁)

(枚) (枚)

(本) (本)

(台)

(台) (台)

(巻)

(台)

2発 電 機

（略）

（略）

（略）

トラロープ （略）

エンジンポンプ

3 0 0 0

299

（略）

5

照 明 具 （略）

杭　　木 233 0 38 28 0

33

クリッパー 1 0 3 1 1 6

つるはし 9 11 3 10 0

23

バール （略） （略）

なた・かま 1 5 16 0 1

（略）

ペンチ （略） （略）

おの （略） (丁)

(丁)

(丁) (丁)

(本)

(丁) (丁)

(枚) (枚)

(本) (本)

(台)

(台) (台)

(巻)

(台)

（略）

ペンチ （略） （略）

おの （略）

（略）

なた・かま 0 5 9 0 1

9 2 10 0

15

バール （略）

30

クリッパー 1 0 4 1 1 7

つるはし 9

杭　　木 190 0 38 28 0

照 明 具 （略）

3 0 0 0

256

（略）

4

（略）

（略）

トラロープ （略）

エンジンポンプ

発 電 機

（略）

1



頁 行 備　考修正前 修正後

11 3 県水防計画との整合

表記の整理（２）ため池 （２）ため池

6

第５章　重要水防箇所　第１　重要水防箇所 第５章　重要水防箇所　第１　重要水防箇所

ため池名 地名
延長
(m)

重要度 理由 管理者
適　　要

（水防工法）

与兵池 桃山町2-65外 540 B
洪水吐

能力不足
春日井市 （積土のう工）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

篭池
大泉寺町

字大西593､593-2
537 B

洪水吐
能力不足

春日井市 （積土のう工）

95

94

93

92

91

図面
番号

97

96

ため池名 地名
延長
(m)

重要度 理由 管理者
適　　要

（水防工法）

与兵池 桃山町2-46外 540 B
洪水吐

能力不足
春日井市 （積土のう工）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

篭池
大泉寺町

字大西593-2
537 B

洪水吐
能力不足

春日井市 （積土のう工）97

96

95

94

93

92

91

図面
番号



頁 行 備　考修正前 修正後

14 6 県水防計画との整合

基準変更に

伴う修正

第６章　水防に関する予報・警報
第１　水防に関する予報・警報の種類と発表基準

１　気象及び洪水についての予報・警報

第６章　水防に関する予報・警報
第１　水防に関する予報・警報の種類と発表基準

１　気象及び洪水についての予報・警報

7

（１）大雨注意報 （春日井市の指数）

（２）（略）

（３）大雨警報 （春日井市の指数）

春日井市 ２２ １３８

浸　　水　　害

表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

春日井市 １２ ９７

表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

土　砂　災　害

（１）大雨注意報 （春日井市の指数）

（２）（略）

（３）大雨警報 （春日井市の指数）

表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

土　砂　災　害

表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

春日井市 １２ １００

春日井市 ２２ １４８

浸　　水　　害



頁 行 備　考修正前 修正後

15 18 県水防計画との整合

表記の整理１　水防警報の対象水位観測所及び発表基準 １　水防警報の対象水位観測所及び発表基準

第７章　水防警報　第３　水防警報を発する基準 第７章　水防警報　第３　水防警報を発する基準

8

　国土交通省大臣が水防警報を行う河川

庄内川
河川事務
所長

名古屋市
春日井市
瀬 戸 市10.34

3.40 4.60 5.20

河川 観測所
所在地
(位置)

7.50庄内川 志段味

名古屋市
守山区中
志段味(左
岸32.7k付

近)

ｍ

8.18

発表者 対象団体

ｍ ｍ

水防団
待機
水位

氾濫
注意
水位

出動
水位

計画高
水位

堤防高
上：左岸
下：右岸

ｍ ｍ

　国土交通省大臣が水防警報を行う河川

ｍ

水防団
待機
水位

氾濫
注意
水位

出動
水位

計画高
水位

堤防高
上：左岸
下：右岸

ｍ

9.74

発表者 対象団体

ｍ ｍ

7.50庄内川 志段味

名古屋市
守山区中
志段味(左
岸32.7k付

近)

ｍ

河川 観測所
所在地
(位置)

庄内川
河川事務

所長

名古屋市
春日井市
瀬 戸 市9.45

3.40 4.60 5.20



頁 行 備　考修正前 修正後

17 12 県水防計画との整合

表記の整理１　庄内川 １　庄内川

第８章　洪水予報　第４　洪水予報の種類と基準 第８章　洪水予報　第４　洪水予報の種類と基準

9

「洪水警報（発表） （略） （略）

」又は

「洪水警報」

「氾濫危険情報」 ・氾濫危険水位に到達したとき

【警戒レベル４相 ・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき

当情報（洪水）】

（略） （略）

「洪水注意報（発 （略） （略）

表）」又は

「洪水注意報」

「洪水注意報（警 （略） （略）

報解除）」

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解 ・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発

除」 　氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなった

　とき

種類 情報名 発表基準

「洪水警報（発表） （略） （略）

」又は

「洪水警報」

「氾濫危険情報」 ・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超

【警戒レベル４相 　え、さらに水位の上昇が見込まれるとき

当情報（洪水）】 ・氾濫危険水位に到達したとき

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき

（略） （略）

「洪水注意報（発 （略） （略）

表）」又は

「洪水注意報」

「洪水注意報（警 （略） （略）

報解除）」

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解 ・氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は

除」 　氾濫注意情報を発表中に、氾濫注意水位を下回り、

　氾濫のおそれがなくなったとき

種類 情報名 発表基準



頁 行 備　考修正前 修正後

25 2 県水防計画との整合

表記の整理

10

第10章　水防活動　第５　水防標識 第10章　水防活動　第５　水防標識

（略） （略）

　　水防のために出動する水防用緊急自動車は、第１図の標識を用いるものとする。

　　水防警報発令の標識は、第２図、第３図の標識を用いる。

　        第１図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤絵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白地
春日井市

90cm

60cm

　　水防用緊急自動車としての使用車は、優先通行を確保するため、第１図の標識を

　用いるものとする。

　　水防警報発令の標識は、第２図、第３図の標識を用いる。

　        第１図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤絵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白地
春日井市

90cm

60cm


